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ユースケース記述のためのフレームワークとメタモデル
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オブジェクト指向開発では，ユースケースが要求仕様記述に用いられている．定型的なユースケー
スでは，記述に枠組みを与えることによって，記述者による差異を減少させ，生産性を向上させるこ
とができる．本稿では，ユースケースフレームワークを紹介し，そのメタモデルを提案する．メタモ
デルには，システムの不変な属性を共有オブジェクトとして管理する構造を組み込んだ．これによっ
て，仕様情報を共有するユースケース間の関連を明記することができるようになり，要求仕様書にお
けるユースケース間の一貫性を保つ構造を与えることができるようになった．本稿の最後に，メタモ
デルに基づいて試作したユースケース記述支援システムを紹介する．

は じ め に

研究の背景
オブジェクト指向が開発現場に導入されるようにな

り，システムの要求定義にユースケースやユースケー
ス図が用いられるようになってきた．ユースケースは

の開発方法論で提案された要求仕様記述の
形式であり，オブジェクト抽出，設計，テストケース
など，すべての後工程の情報源となる ．ユースケー
ス には，システム外部にあるアクターの働きかけと，
それによって起動されるシステムの動作が定義される．
その記述には自然言語を用いることが多いため，ユー
ザが要求を確認するのも容易だといわれている ．

が定義したユースケースは，事前条件，事
後条件，基本系列と代替系列といった つの項目から
構成される ．しかし，その構造は，要求を仕様化
するために十分であるとは言えない．たとえば，ユー
スケースの構造に関して，次のような問題がある．
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システムの不変項目の取り扱いが考慮されてい
ない．
情報を介して制約を与え合うユースケース間の関
連について言及されていない．
ユースケースの数が爆発することがあるが，それ
に対する考慮がなされていない ．
基本系列と代替系列の対応関係を管理する構造が
ない ．
これらの問題を解決するためには， のメタモ

デル よりも詳細な構造が必要である．
関 連 研 究

ユースケースの構造化を検討するにあたって，ユー
スケース記述の内部構造と，ユースケース間の関連を
表すユースケースの外部構造を考える．

の後，ユースケースの内部構造を検討し
た研究がいくつかある． は，ユースケース
の数の爆発へ対処するために，多様性項目を導入し
た ．また，ユースケースの優先順位，非機能要求の
取り込みを提案し，ユースケースを記述するためのテ
ンプレートを提供した ． は，ユースケース
の中に，他のユースケースの呼び出し，系列中に現れ
る条件分岐や繰り返しを定義するための構文規則を明
示的に取り込んだ ． や と
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も，ユースケースの優先順位，条件分岐におけ
るユースケースの記述方法などを提案している．実務
面の適用では，吉田らが，要求仕様を管理するための
識別子を提案した ．
ユースケースの外部構造として， は

関係と 関係を提供している ．前者は
基本ユースケースと，それに新たな系列を付加した
拡張ユースケースとの間の関連を表し，後者はユー
スケースと，そこから呼び出されるサブユースケース
との間の関連を表す．これらのユースケース間の関連
は主にユースケース図で参照されるが， は，
ユースケーステンプレートにユースケースの拡張関係
と呼び出し関係を明記する項目を設けた ．

は，ユースケースを要求，インタフェ
ース，サービスに分類し，要求モデルとして，個々の
ユースケースがどのように関係づけられるかを明らか
にした．その目的は，ユースケースの適切な粒度と記
述内容を定義するための記述の指針を示すことにあっ
た ．
ユースケースの外部構造には，このような直接的な

ユースケース間の関連の他に，情報を共有することに
よって互いに制約を与え合う間接的な関連がある．た
とえば，登録ユースケースで定義されるオブジェクト
は，更新ユースケースや参照ユースケースでも参照
される．特に参照ユースケースには，参照されるオブ
ジェクトの属性がすでに定義された属性か，あるいは，
それらの派生属性でなければならないという制約が
ある．先に示したいずれのユースケースも，共有する
オブジェクトによって関連付けられるといったユース
ケースの間接的な外部構造については議論していない．
また，このような間接的なユースケース間の関連は，
個々のユースケースの記述だけでなく，ユースケース
図でも把握することができない．
要求仕様の品質を向上させるためには，このような

間接的なユースケース間の関係も，記述者が把握しや
すい構造にして，ユースケースへ取り込む必要がある．

研究の方針
要求抽出作業では，多くの時間がユースケース間の

一貫性の検証に費やされ，ユースケースの品質向上に
努力が払われる．本稿では，ユースケース自体に一貫
性を保てる構造を与えることで，一貫性検証の作業効
率の改善を目指す．
ユースケースに一貫性が求められる一方で，ユース

ケース記述時の煩雑な作業の繰り返しが問題となって
いる ．ビジネス系システムでは，複数のユースケー
スで記述の重複が観察されている ．記述の重複は，
記述の生産性を低下させるだけでなく，保守性も低下
させる．記述の重複の中には，ユースケースが定型的

な処理を定義していることに起因するものもある．筆
者らは，これまで，これらの定型的なユースケースに
対して，予めユースケースの記述の枠組みを与えるこ
とによって，記述の重複を解消する方法を提案してき
た ．
本稿では，ユースケース記述の品質向上と生産性向

上を目標として，次の問題解決方針を提案する．
ユースケースの内部と外部の構造を与え，ユー
スケース間の制約関係を明確に定義する．
共通の系列を持つユースケースに対して，ユー
スケースの枠組みを提供する．
ユースケースを記述するための支援システムを
提案する．

本稿の構成は以下のとおりである．次の第 節で
ユースケースの枠組みとしてユースケースフレーム
ワークを紹介する．第 節では，適用事例を示し，第
節では，ユースケースフレームワークから導いたメ
タモデルを示す．第 節では，本研究で試作したユー
スケース記述支援システムの概要を紹介し，メタモデ
ルの有効性を考察する．

ユースケースフレームワーク

定 義
ビジネス系システムにおける定型的なユースケース

には，共通の基本系列や代替系列が定義される．そこ
で，定型的なユースケースの記述を構造化し，記述の
枠組みを提供する．この枠組みをユースケースフレー
ムワークと呼ぶ．
ユースケースフレームワークは，アプリケーション

のユースケースで具体化されるべき情報をパラメータ
として持つ．これらの情報に具体的な記述を与えるこ
とで，アプリケーション固有のユースケースを生成す
ることができる．このユースケースをアプリケーショ
ンユースケースと呼ぶ．
ユースケースフレームワークから生成されたか，ス

クラッチから記述したかに関わらず，単一の目的を持
つユースケースを基本ユースケースと呼ぶ．また，要
求抽出で直接定義されるユースケースなど，複数の基
本ユースケースを組み合わせて構成されたユースケー
スを複合ユースケースと呼ぶ．

例
以下に，ユースケースフレームワークの例として，

登録ユースケースフレームワークを示す．ゴチック文
字で表示した部分がアプリケーションユースケースで
具体化するパラメータである．パラメータに対応す
る参照オブジェクトを定義すると，アプリケーション
ユースケースが生成される．例えば，プログラム委員
長登録ユースケースでは，「登録対象オブジェクト」な
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どのパラメータに「プログラム委員」といった固有の
オブジェクトを与えることで，アプリケーションユー
スケースを得ることができる．

ユースケースフレームワークの例
システム名 システム名
ユースケース種別 登録ユースケースフレーム
ワーク
ユースケース名 登録対象オブジェクト登録ユー
スケース
アクター オブジェクト登録希望者
ゴール 登録対象オブジェクトを登録する
事前条件 アクターが登録に必要な情報を得て
いる
正常終了における事後条件 登録対象オブジェク
トが登録済みとなったという結果をアクターが得
ている
例外終了における事後条件 登録対象オブジェク
トの登録が中止され，副作用が残っていない
ユースケース起動動作 アクターはシステムに登
録対象オブジェクトの登録希望を通知する
ユースケース全体にかかる代替系列
アクターが登録希望を取りやめたときは，登録
対象オブジェクトの登録を中止し，副作用を残さ
ない
基本系列
システムはアクターに登録対象オブジェクトを

登録するための登録インタフェースを提示する．
代替系列 登録インタフェースが提示されない

アクターが入手した登録インタフェースを介
してシステムに登録対象オブジェクトの登録に必
要な情報を渡すと，システムは渡されたデータが
正当であるという条件を満たし，かつ同じデータ
が登録されていないことを確認し，登録対象オブ
ジェクトを永続化方法によって永続化する．
代替系列 正当なデータと判定できなかった場合

は次のことを行う．

システムはデータが不当である理由を明らか

にする．

システムはアクターにデータの不当個所と

不当理由を，データの不当個所と不当理由通知インタ

フェースを介して通知する．

基本系列 を繰り返す．

代替系列 登録しようとした登録対象オブジェク

トが既に登録済みである場合は，次のことを行う．

システムは，アクターに登録希望された登録

対象オブジェクトが登録済みとなっていることを，登録

済みエラー通知インタフェースを介して通知する．

基本系列 を繰り返す．

システムはアクターに登録対象オブジェクト
が新たに登録されたことを，登録完了通知インタ
フェースを介して通知する．
代替系列 通知に失敗した

アクターは，登録対象オブジェクトが登録さ
れたことを，登録確認インタフェースによって確
認する．
代替系列 確認に失敗した

適 用 過 程
アプリケーションシステムのためにユースケースを
記述する開発者は，ユースケースフレームワークを
利用し，アプリケーションユースケースを定義するこ
とになる．ビジネスシステムにおけるユースケースフ
レームワークの適用過程を以下に示す．

アクターのアクティビティ図を記述し，各アク
ティビティ毎にシステムの開発対象となるか否
かを識別し，要求を抽出する．
開発対象となるアクティビティについて，自由
な形式でユースケースを記述する．
自由な形式で記述したユースケースを，データ
登録，更新，削除などの基本的なデータ操作を
組み合わせて再構成し，複合ユースケースを定
義する．
複合ユースケースのレビューを行い，抽出した
要求を確認する．
複合ユースケースを構成する基本ユースケース
がユースケースフレームワークから生成できる
場合は，レビューによってユースケースフレー
ムワークの妥当性を確認する．
基本ユースケースを，ユースケースフレーム
ワークのパラメータに情報を付加したアプリ
ケーションユースケースとして生成する．
ユースケースフレームワークのパラメータに
与えた情報ををレビューし，アプリケーション
ユースケースの妥当性を確認する．

例題への適用

図 に「国際会議のプログラム委員長の業務 」の
ユースケース図を示した．図中の右列に並ぶ二重丸で
囲まれたユースケースが 種類のユースケースフレー
ムワークである．図中の中間列に並ぶユースケースが
ユースケースフレームワークから生成されたアプリ
ケーションユースケースであり，左列のユースケース
が，アクターから直接起動される複合ユースケースで
ある．
図 に準拠して記述したアプリケーションユースケー
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データ検索

データ登録

データ更新

書類作成

書類送付

スケジュールの決定

CFP作成

CFP掲載依頼

CFP配布依頼

論文リストの作成

プログラム委員選出

プログラム委員依頼状送付

プログラム委員名簿作成

投稿論文の登録

投稿論文への論文
番号の割り当て

投稿者への受領通知

論文リストのプログ
ラム委員への配布

論文担当者の決定

担当者への査読依
頼状他の書類送付

CFP配布

特定処理

査読結果の回収

査読結果の集計

プログラム委員会の召集

カメラレディ原稿の
印刷業者への発送

論文集の目次作成

論文の採否決定

投稿論文の連絡
者への採否通知

プログラム案の作成

プログラム案の清書

プログラムの掲載依頼

セッションの座長選出

座長候補者への依頼状送付

カメラレディ原稿の収集

論文集の前書き作成

大

スケジュール登録
過去のスケジュール検索

過去のCFP検索

CFP登録
CFP書類作成

掲載依頼先検索

CFP送付
CFP掲載依頼書作成

CFP配布依頼先検索

CFP配布先検索

プログラム委員依頼状作成

<<uses>>

プログラム委員依頼状検索

論文への論文番号割り当て
投稿者への受領通知書情報検索

投稿者への受領通知書作成
投稿者への受領通知書送付

データ一覧作成

プログラム委員登録
プログラム委員一覧作成

プログラム委員検索
論文リスト送付

論文への論文担当者の登録

査読依頼状検索
査読依頼状作成
査読依頼状送付

論文への査読結果の登録
委員会招集状検索
委員会招集状作成
委員会招集状送付

採否通知状検索
採否通知状作成
採否通知状送付

プログラム案登録
過去のプログラム検索

プログラム案清書

採否結果登録

プログラム送付
プログラム掲載依頼書作成

プログラム委員依頼状送付

座長依頼状作成
座長依頼状検索

座長依頼状送付

座長候補者検索

論文へカメラレディ
原稿収集済みの登録

前書き作成
目次作成

論文一覧作成
座長検索

論文等送付

ユースケースフレームワーク

<<inherits>>

<<uses>>

プログラム委員長
プログラム委員へ担当論文を登録

座長登録

<<複合ユースケース>> <<アプリケーションユースケース
　　，基本ユースケース>>

<<ユースケースフレームワーク>>

<< inherits >>

<<基本ユースケース>>

図 プログラム委員長業務のユースケース図とユースケースフレームワーク

スの例として，「国際会議のプログラム委員長の業務」
問題から，「プログラム委員の登録ユースケース」を挙
げる．
開発者が登録ユースケースフレームワークのパラ
メータに対して定義した参照オブジェクトは，システ
ムのデータ辞書の項目として登録される．以下の例は，
プログラム委員登録ユースケースで定義されたパラ
メータの内容を示したものである．

（開発者が定義する事項）
システム名 プログラム委員長業務
ユースケース種別 登録ユースケースフレームワーク
登録対象オブジェクト プログラム委員
登録に必要な情報 プログラム委員名（文字列），所属（文

字列），役職（文字列） ，連絡先（文字列），専門分野
（文字列），関係国（文字列） はオプション

登録インタフェース プログラム委員登録インタフェース
代替系列 登録インタフェースが提示されない なに
もしない

データが正当である 関係国はすでに登録された国名であ
り，かつ，重複して同じ人を登録しない．（ただし，人
の同一性は，名前と連絡先によって判断する）

永続化方法 データベースへの登録
データの不当個所と不当理由通知インタフェース 未定イン

タフェース
登録済みエラー通知インタフェース 未定インタフェース
登録完了通知インタフェース 未定インタフェース

代替系列 通知に失敗した なにもしない
登録確認インタフェース 未定インタフェース
代替系列 確認に失敗した なにもしない

開発者がユースケースフレームワークに対して与え
た上記の情報によって，次のようなユースケースの形
式でレビューを進めることができる．

（レビュー関係者が参照するユースケース）
システム名 プログラム委員長業務
ユースケース種別 登録ユースケースフレームワーク
ユースケース名 プログラム委員登録ユースケース
アクター プログラム委員長
ゴール プログラム委員を登録する
事前条件 アクターがプログラム委員名（文字列），所
属（文字列），役職（文字列） ，連絡先（文字列），専
門分野（文字列），関係国（文字列） はオプション
を得ている
正常終了における事後条件 プログラム委員が登録済
みとなったという結果をアクターが得ている
例外終了における事後条件 プログラム委員の登録が
中止され，副作用が残っていない
ユースケース起動動作 アクターはシステムに登録対
象の登録希望を通知する
ユースケース全体にかかる代替系列 アクターが登録
希望を取りやめたときは，プログラム委員の登録を中
止し，副作用を残さない
基本系列
システムはアクターにプログラム委員を登録するた
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図 によるユースケース記述のためのメタモデル

めのプログラム委員登録インタフェースを提示する．
アクターが入手したプログラム委員登録インタフェー

スを介してシステムにプログラム委員のプログラム委
員名（文字列），所属（文字列），役職（文字列） ，連
絡先（文字列），専門分野（文字列），関係国（文字列）
はオプション を渡すと，システムは渡された関係国

はすでに登録された国名であり，かつ，重複して同じ人
を登録しない．（ただし，人の同一性は，名前と連絡先
によって判断する）という条件を満たし，かつ同じデー
タが登録されていないことを確認し，プログラム委員を
データベースへの登録によって永続化する．．
中略

代替系列
基本系列 において，
代替系列 登録インタフェースプログラム委員登録
インタフェースが提示されない場合は，なにもしない
．．．以下省略

ユースケースフレームワークの評価
図 に示すように，「国際会議のプログラム委員長

の業務」の問題記述から 種類の複合ユースケース
を抽出したところ，これらのユースケースは， 種
類の基本ユースケースの組み合わせで構成できること
がわかった．さらに，これらの基本ユースケースのう
ち， 種類のユースケースについては，データ登録，
更新，削除，検索，一覧表作成，書類作成という 種
類のユースケースフレームワークから生成できるアプ
リケーションユースケースとして定義することができ
た ．
ユースケースフレームワークを適用することによっ

て，適用しない場合よりも新たな記述量を減らすこと
ができる．このように，ビジネス系システムでは，生
産性向上への効果は大きい．また，各ユースケースで
新たに開発者が記述する量が減るため，重点的にレ
ビューする箇所も減り，レビューの効率を向上させる
こともできる．

ユースケースメタモデル

ユースケースのメタモデル
の は，図 に示すユースケースの記述

構造を表すメタモデルを提供している．
このメタモデルは，ユースケースの記述に関するモ

デルを提供する．そのため，
ユースケース間の関連を ， という二
つのステレオタイプによって定義できること，
複数の利用者インタフェースがユースケースに定
義される可能性があること

は表されているが，複数のユースケースが，共有する
オブジェクトを介して互いに制約を与え合うといった
関連まではモデル化の対象になっていない．
山浦らは，ビジネス系システム開発で定義したユー

スケースを 種類に分類し，そこからユースケースメ
タモデルを導出した ．山浦らのメタモデルはユース
ケースの内部構造について検討したモデルとなってお
り，ユースケース間の直接的な関係は定義されている
ものの， のメタモデルと同様に，ユースケース
間の間接的な関係は考慮されていない．
我々は，山浦らのメタモデルに
ユースケース間の間接的な構造
システム全体の不変属性

を導入し，図 に示すメタモデルを構築した．
メタモデルの構成要素を以下に説明する．

契約 事前条件，事後条件，アクター，記述内容を属
性として持ち，例外状態をキーとして他の契約と
の関連を持つ．

関与者 契約の関与者．
システム ユースケースが開発対象としているアプリ
ケーションシステム．契約の関与者となる．

アクター 契約の関与者．
条件 契約から事前条件，事後条件として参照される．
条件の記述は，パラメータに対して具体的な参照
オブジェクトが与えられて完成する．

単純契約 記述内容が 項目である契約．
複合契約 記述内容が二つ以上の子契約の系列になっ
ている契約．

一般ユースケース 複合契約の一種である．記述内容
は，定義者がスクラッチから記述した一般的なユー
スケース．明確な構造上の制約が与えられないた
め，ここから参照されるオブジェクトが他のユー
スケースからも共有されるという制約が守られる
保証はない．

ユースケースフレームワーク 複合契約の一種であ
る．具体的な参照オブジェクトを与えるパラメー
タを持つユースケース．フレームワークの名前，
起動動作，例外時の終了条件 を属性として持つ．

参照オブジェクト 契約や条件から参照されるオブ
ジェクト．システムからはデータ辞書の項目とし
て管理される．

エンティティオブジェクト 分析モデルで抽出モデル
化の候補となるオブジェクト． のエン
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条件契約
------------
名前
内容
ゴール

複合契約

エンティティオブジェクト

単純契約

システム ユースケースフレームワーク
----------------
起動動作
フレームワーク名

一般ユースケース

アクター

対象システム

事後条件

事前条件例外事象

代替系列

データ辞書項目

1..*

*

子契約

{ordered}*

利用者インタフェース

記述内容

動作

パラメータ

0..1

例外時
の事後
条件

関与者
関与者

1

1

1

0..1

パラメータ

記述内容

0..1

1

*

1

1

参照オブジェクト

図 ユースケースメタモデル

ティティオブジェクトと同義である．
利用者インタフェース 契約から参照されるウィンド
ウやコンポーネントなどの利用者インタフェース．
操作方法は，ユースケースで記述されることもあ
るため，複合契約と関連を持つ．
メタモデルでは，起動動作をユースケースの新しい

項目として設けた．ユースケースは，アクターのシ
ステムへの働きかけによって起動される以外に，タイ
マー事象など，システム自身によって起動される ．
従来のユースケースでは，ユースケースの起動動作が
基本系列の一項目として記述されていたため，起動動
作を明記する強制力に欠け，記述漏れや曖昧に記述さ
れてしまう場合もあった．この問題を解決するために，
起動項目を事前条件や事後条件のように，記述すべき
項目として追加した．
さらに，代替系列は，例外事象をキーとして主たる

契約に関連付けられる別の契約として構造化した．
一般のユースケースでは，基本系列と代替系列が別

の項目に定義されていたため，その対応関連を把握す
るには，自然言語で記述された内容から読みとるしか
なかった．このような記述方法は，レビューをユース
ケースから生成されるシナリオに沿って行う際には便
利であるが，ユースケースのメタモデルや記述する手
順が，レビュー時の制約を受ける必要はない．代替系
列を注意深く読むと，基本系列の特定の項目に対応し
て発生する例外事象に対して記述される代替系列と，

ユースケース全体にかかる例外事象に対して記述され
る代替系列とに分類できることがわかる．
これは，契約には，契約が履行されないような例外

事象が起きたときに何をすべきかという別の契約への
関連が存在すると一般化して考えることができる．メ
タモデルによる構造化によって，前者の代替系列は，
基本系列を構成する各項目の契約オブジェクトに，例
外事象をキーとして代替系列に相当する契約を関連付
ける構造を与えることができる．同様に，後者の代替
系列は，ユースケースという契約オブジェクトに，例
外事象をキーとした代替系列が関係づけられる構造に
取り込まれる．
記述されたユースケースがメタモデルに基づく構

造を持っていれば，従来のユースケースの記述に従う
ユースケースを表現することは容易である．

考 察

メタモデルに基づく記述支援
ユースケースフレームワークのメタモデルに基づい

て，ユースケース記述支援システムを試作し，メタモ
デルを検証した．試作したシステムの操作結果を図
を示す．
操作方法は次のようになる．
開発対象システム名，ユースケース名，利用す
るユースケースフレームワーク名を指定する．
記述したいユースケースとユースケースフレー
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図 ユースケースフレームワークを活用するユースケース記述支援システム

ムワークの内容が合うか否かを確認するため
に，ユースケースフレームワークの構造が表示
される．
続いて，ユースケースフレームワークの基本系
列が表示される．
多様性項目を登録する．この例では，すでに
ユースケース名で登録対象オブジェクト名を与
えているので，表には「 」が表示
される．

各項目は，すでに該当するデータがデータ辞書に登
録されている場合は，ユースケース名と与えたパラ
メータの名前（たとえば「登録対象オブジェクト」）を
指定することによって，他のユースケースからも参照
できるようになる．
メタモデルによって与えられたユースケース間の間

接的な関連によって，共有されたオブジェクトが変更
されても，そのオブジェクトを参照するユースケース
に反映させることが容易となり，ユースケース間の一
貫性が保持できる．
このツールは試作段階であるが，メタモデルに期待

されたユースケース間のオブジェクト共有を実現する
ことができた．今後は， の導入などを検討し，開
発現場への適用によってメタモデル導入によるユース
ケースの信頼性の向上を評価していきたい．

メタモデルの有効性
要求分析では， が提案した要求ユース

ケース，インタフェースユースケース，サービスユー
スケース のうち，要求ユースケースの抽出に，より
多くの時間をかけるべきである．そのためには，ユー
スケース記述とレビューの生産性を向上させ，さらに

ユースケースの品質を向上させる仕掛けが必要であ
る．本稿で提案したユースケースフレームワークは，
問題領域分析以降のユースケース記述の生産性向上と
レビューの効率向上を目指す手段として適用すること
ができる．また，ユースケースフレームワークから求
めたユースケースのメタモデルは，品質向上のための
仕掛けとなる．
ユースケースフレームワークのメタモデルは，

が提案した古典的なユースケースの構造だけで
なく， によるユースケーステンプレート
など，ユースケースの構造化に関する議論を踏襲する
ことができた．特に，
ユースケース間の直接的な関連である 関係，

関係， 関係，
が提案している連接，分岐，反復構造

を持った基本系列 の構造，
の三種類のユースケース 間の関連

といった構造は，契約の入れ子構造として表現されて
いる．
定型的なユースケースフレームワークは実際にどの

程度有効であろうか．「国際会議のプログラム委員長の
業務」の例題を解いたユースケース図（図 ）からわ
かるように，ビジネス系システムで定義されるユース
ケースの多くは，定型的なユースケースを組み合わせ
て作ることができる．段階的に詳細化しなければ記述
できないような複雑で大規模なユースケースも，ユー
スケースが複合契約の一種であることによって構造を
定義できる．
ユーザから抽出される要求は，基本的な要求を複合

化していることが多い．本稿で紹介したユースケース
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フレームワークは，アクターとシステムとの単純な相
互作用の枠組みを記述したものである．そのため，要
求抽出の段階では，複合ユースケースをユースケース
フレームワークから生成できるアプリケーションユー
スケースに分割する必要がある．このようなフレーム
ワークの適用過程は，構造化手法における段階的詳細
化と，オブジェクト指向におけるボトムアップのクラ
スの再利用の過程を組み合わせた過程とよく対応する．
図 に示したユースケース図は，複合ユースケース，
アプリケーションユースケース，ユースケースフレー
ムワークの三層で表現したが，要求が複雑になれば，
アプリケーションユースケースに至るまでに段階的に
詳細化される複合ユースケースの層が存在することも
あるだろう．
本稿で提案したユースケースのメタモデルは，ユー

スケースに明確な構造を持たせることによって，ユー
ザと開発者との対話を円滑化させる自然言語の良さ
を残しながら，開発効率を向上させる利点を持った要
求仕様書として，ユースケースを適用していくための
モデルである．今後は，メタモデルに準拠したユース
ケースフレームワークを実用化していく過程で，度々
現れる複合ユースケースに対して，より複雑なフレー
ムワークも提案していく必要がある．

ま と め

本稿では，ユースケースに明確な構造を定義し，定
型的なユースケースについて，そのユースケースフ
レームワークを与えた．ユースケースフレームワーク
を用いることによって，アプリケーションユースケー
スの記述に関する生産性を向上させることができる．
また，ユースケースの構造に基づき，メタモデルを提
案した．このメタモデルには，複数のユースケース間
の制約関係が表現されている点で， が与えたメ
タモデルよりも強力である．メタモデルにユースケー
ス間の制約関係を定義したことによって，要求仕様書
におけるユースケース間の一貫性と整合性を保つ構造
を得ることができた．
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